
【20240426第1回理事会議決】

１　事業実施の方針（○数字を事業番号とする。）

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 事業内容
実施予定
日　　時

実施予定場所
従事者の
予定人数

受益対象者の範
囲及び予定人数

支出見込額
（千円）

3,324
(2,312)

④新規の会員や寄付の獲得を目指した講演会を実施する。新規の会員や寄付の獲得を目指した働きかけ
を積極的に展開する。
⑤オリジナル啓発品をネットショップＢＡＳＥ及び瀬戸内市ふるさと納税返礼品として販売し、本法人
とその取り組みのPRに資する。
⑥会員及び瀬戸内市ふるさと納税寄附者に2023（令和５）年度年次報告書及び会報誌（11月と３月の２
回）を作成・郵送し、本法人とその取り組みの最新情報の提供に努めるとともに、寄附者に対して寄附
の使途の説明責任を果たす。

　全ての事業を通じて、ハンセン病問題への正しい理解の普及啓発と回復者等や元患者家族の名誉回復
に努める。

※支出見込額カッコ内は事務局長・事務局員人件費相当額

（１）ユネスコ世界
文化遺産登録に向け
た学術調査事業
（２）ユネスコ世界
の記憶登録に向けた
学術調査事業
（６）国登録有形文
化財（建造物）及び
国指定史跡の登録に
向けた学術調査事業

【事業番号①】
ロードマップ（2022年6月1日
～2025年3月31日）進捗管理及
び学術調査事業
※長島愛生園悉皆調査
※ロードマップ委員会（3回）
※長島愛生園保存活用に向け
たFW・WS

R6.4～R7.3

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市
オンライン

50人 37,000人

③ＲＳＫ山陽放送株式会社との協働によるシンポジウムを開催し、世界のハンセン病療養所の状況や日
本の家族が受けた被害・偏見差別の実相を学ぶことを通して、長島のハンセン病療養所の保存の必要性
を広く訴える機会とする。

令和６年度事業計画書

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

①2019（平成31）年３月に策定し、令和４（2022）年５月に改定した「ユネスコ世界文化遺産及び世界
の記憶（世界記憶遺産）登録に向けたロードマップ（2022年度～2024年度）」に基づく進捗管理及び学
術調査を実施する。
イ）過去２年度に引き続き、国立療養所長島愛生園の国指定史跡化を目指した悉皆調査（建造物、遺
構、土地、植生それぞれに係る調査）を実施し、現状を報告書に取りまとめる。
ロ）進捗管理を行う登録に向けたロードマップ委員会を年度内に３回開催する。
ハ）長島愛生園「恩賜記念館」「十坪住宅群」「新良田地区」等の保存活用に向けたフィールドワーク
とワークショップを開催する。結果を報告書及び動画として取りまとめ、参加者以外のステークホル
ダーとの意見交換ツールとして活用する。

②2021（令和３）年度に策定した、「国立療養所長島愛生園保存活用ビジョン-2030年 開園100年を目
指して-」事業項目一覧に対するアドバイザリー業務を実施する。
イ）「監房跡」整備実施設計策定支援　昨年度未完了となった部分（32.45パーセント）を完了させ
る。
ロ）「監房跡」等工事監理支援　監房跡、患者収容桟橋及び長島神社（鳥居・参道）の改修工事が入所
者と見学者の安全を確保し、かつ、文化財的価値を損なうことなく適切な活用に寄与するよう工事監理
業務を支援する。
ハ）「恩賜記念館」基本設計策定　昨年度実施した現状調査を基礎とする①ハ）フィールドワークと
ワークショップを開催し、具体的な保存と活用に向けたアイデア（複数案）を取りまとめる。同時に周
辺地盤のボーリング調査及び建物の構造計算を実施し、安全な活用策を担保する情報を取りまとめる。
ニ）歴史的建造物調査　登録有形文化財候補を中心として実施し、意見具申に必要な平面図を中心とす
る図面を作成する。同時に、竣工時や改修時の図面、写真の調査・取りまとめを実施し、史跡の構成要
素としての価値説明に向けた基礎資料を収集する。
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定款の事業名 事業内容
実施予定
日　　時

実施予定場所
従事者の
予定人数

受益対象者の範
囲及び予定人数

支出見込額
（千円）

6,364
(1,843)

178
(148)

（５） （１）から
（４）の達成を目指
す国際的な取り組み
を推進する事業

計画なし - - - -
0

（0）

（７）ハンセン病患
者に対する隔離政策
の歴史を地域の歴史
として検証する事業

計画なし - - - -
0

（0）

155
(138)

60
(48)

769
(430)

【事業番号⑥】
会報誌（年２回）、年次報告
書の作成及び配布（会員・瀬
戸内市ふるさと納税寄附者）

R6.4～R7.3 国内 2人 1,500人

【事業番号⑤】
啓発品の販売
（BASE、瀬戸内市ふるさと納
税返礼品）

R6.4～R7.3
国内
web

2人 30人（８）その他、本法
人の目的を達成する
ために必要な事業

【事業番号④】
普及啓発及び会員獲得を目的
とした理事等による講演会

R6.5～R7.3
岡山県
国内

オンライン
5人 1,000人

（３）歴史的建造
物・史跡等を保存
し、広く世界に対す
る社会的人権教育の
場を提供する事業
（４）ユネスコ世界
文化遺産及び世界の
記憶登録に向けた啓
発交流促進事業

【事業番号③】
シンポジウムの開催
※ハレノワ中ホール（定員800
人）

R6.6.15

長島愛生園
邑久光明園
法人事務所
瀬戸内市
岡山市

50人 800人

（１）ユネスコ世界
文化遺産登録に向け
た学術調査事業
（６）国登録有形文
化財（建造物）及び
国指定史跡の登録に
向けた学術調査事業

【事業番号②】
長島愛生園「保存活用ビジョ
ン」アドバイザリー事業
※「監房跡」実施設計支援
※「監房跡」等工事監理支援
※「恩賜記念館」基本設計策
定
※歴史的建造物調査

R6.5～R7.3

長島愛生園
法人事務所
瀬戸内市
岡山市
東京都

オンライン

50人 37,000人
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